
前玉神社の唯一残った桜の木前玉神社の唯一残った桜の木

３
月
定
例
会
日
程

本
号
の
内
容

●
当
初
予
算
の
主
な
内
容
と

　
市
長
提
出
議
案
…
…
…
…
…
…
２
〜
４

●
議
員
提
出
議
案
…
…
…
…
…
…
５
〜
６

●
常
任
委
員
会
の
動
き
…
…
…
…
７
〜
９

●
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問
…
…
10
〜
15

●
６
月
定
例
会
日
程
表
（
予
定
）

　
議
会
日
誌
ほ
か
…
…
…
…
…
…
…
…
16

２
月
21
日
㈬
　
本
会
議
（
開
会
・
会
議
録
署
名
議
員
の
指

　
　
　
　
　
　
名
・
会
期
の
決
定
、
議
案
の
上
程
〜
説
明
・

　
　
　
　
　
　
一
部
採
決
）

２
月
22
日
㈭
　
本
会
議
（
議
案
の
説
明
）

２
月
28
日
㈬
　
本
会
議
（
議
案
の
質
疑
）

２
月
29
日
㈭
　
本
会
議
（
一
般
質
問
）

３
月
１
日
㈮
　
本
会
議
（
一
般
質
問
）

３
月
４
日
㈪
　
本
会
議
（
一
般
質
問
・
委
員
会
付
託
）

３
月
７
日
㈭
　
委
員
会
（
建
設
環
境
常
任
委
員
会
）

３
月
８
日
㈮
　
委
員
会
（
建
設
環
境
常
任
委
員
会
）

３
月
11
日
㈪
　
委
員
会
（
健
康
福
祉
常
任
委
員
会
）

３
月
12
日
㈫
　
委
員
会
（
健
康
福
祉
常
任
委
員
会
）

３
月
13
日
㈬
　
委
員
会
（
総
務
文
教
常
任
委
員
会
）

３
月
14
日
㈭
　
委
員
会
（
総
務
文
教
常
任
委
員
会
）

３
月
21
日
㈭
　
本
会
議
（
各
委
員
長
報
告
〜
質
疑
〜
討
論
〜

　
　
　
　
　
　
採
決
・
追
加
議
案
の
上
程
〜
採
決
・
閉
会
）

被害を受けた参道の桜の木と
クビアカツヤカミキリ

被害を受けた参道の桜の木と
クビアカツヤカミキリ
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3 月 定 例 会

令和６年度一般会計予算は２８６億円令和６年度一般会計予算は２８６億円
（前年度当初比 5.2％増）

当初予算

　３月定例会には、
市長提出議案 36 件が
提出され、すべての
案件を原案のとおり
可決・同意しました。
　主な議案の内容は
次のとおりです。

議 場 風 景（３月定例会）

＂新
し
い
行
田
＂元
年 

　
　
　

～
み
な
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
～

こ
ど
も
ま
ん
な
か
子
育
て
支
援
、教
育
の
充
実

雇
用
の
創
出
と
開
発
の
促
進

交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

令和 6 年度一般会計予算の内訳

○
令
和
６
年
度
行
田
市
一
般
会
計

予
算	

（
原
案
可
決
）

　

本
市
の
令
和
６
年
度
予
算
は
、

市
の
10
年
、
20
年
先
を
見
据
え
た

未
来
へ
の
投
資
を
積
極
的
に
行
い

「
新
し
い
行
田
の
好
循
環
」
を
加

速
す
る
施
策
等
に
最
優
先
で
取
り

組
む
こ
と
と
し
、
限
り
あ
る
財
源

を
重
点
的
に
配
分
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
外
部
か
ら
「
ヒ

ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
」
を
呼
び
込
む

大
き
な
力
が
生
ま
れ
ま
す
。

●
こ
ど
も
ま
ん
な
か
子
育
て
支
援

　

・
教
育
の
充
実 

　

行
田
市
な
ら
で
は
の
０
歳
か
ら

18
歳
ま
で
の
切
れ
目
の
な
い
支
援

に
よ
り
、
こ
ど
も
ま
ん
な
か
を
実

現
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
０
歳
か
ら
３
歳
未
満
児

は
国
の
支
援
制
度
が
な
く
、
十
分

な
支
援
が
行
き
届
い
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
国
に
先
駆
け
て
、
所
得

制
限
の
な
い
３
歳
未
満
の
保
育
料

無
償
化
を
実
施
し
ま
す
。
一
方
で

保
育
所
等
に
入
ら
な
い
世
帯
向
け

に
は
、
お
う
ち
子
育
て
支
援
事
業

や
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
を
導

入
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
ど
も
家
庭

セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
産
後
ケ
ア
事

業
、
病
児
・
病
後
児
保
育
施
設
の

整
備
等
、
子
育
て
支
援
事
業
を
拡

充
し
ま
す
。

歳出 286 億円

市税
100.3億円

地方交付税
48.9億円

国庫支出金
46.4億円

県支出金
21.4億円

市債
16.2億円

地方消費税
交付金
19.0億円

繰越金
7.0億円

繰入金
6.9億円

諸収入
5.7億円

その他
14.3億円

歳入 286 億円

民生費
125.9億円

土木費
32.9億円

総務費
31.2億円

教育費
30.9億円

公債費
24.8億円

衛生費
17.5億円

消防費
13.7億円

農業費
3.3億円

商工費
2.9億円

その他
3.0億円
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教
育
の
充
実
に
つ
い
て
は
、
児

童
・
生
徒
数
の
減
少
に
よ
り
、
こ

の
ま
ま
で
は
小
・
中
学
校
、
特
に

中
学
校
に
お
い
て
、
適
正
な
規
模

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
危
機

的
状
況
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
、
質

の
高
い
教
育
を
行
い
、
適
正
な
学

校
規
模
を
維
持
す
る
た
め
、
小
・

中
学
校
を
新
た
な
義
務
教
育
学
校

に
再
編
す
る
「
行
田
市
義
務
教
育

学
校
設
置
に
向
け
た
再
編
計
画<

骨
子
編>

」
を
策
定
し
ま
す
。

　

ま
た
、
外
国
語
指
導
員
を
す
べ

て
の
幼
稚
園
に
派
遣
し
、年
少
（
４

歳
児
）
か
ら
の
生
き
た
英
語
教
育

を
推
進
す
る
こ
と
で
、
英
語
の

好
き
な
子
ど
も
の
育
成
を
目
指
す

「
英
語
の
で
き
る
行
田
っ
子
」
や
、

民
間
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
を
利

用
し
た
天
候
や
季
節
に
左
右
さ
れ

な
い
水
泳
授
業
を
実
施
し
ま
す
。

●
雇
用
の
創
出
・
開
発
の
促
進

　

若
い
世
代
が
行
田
を
選
び
、
移

り
住
む
ま
ち
を
目
指
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
若
者
の
移
住
を
促
進
す

る
た
め
、
新
た
に
本
市
に
移
住
し

た
若
者
を
対
象
に
奨
学
金
返
還
支

援
金
を
交
付
し
ま
す
。
勤
務
先
は

市
外
で
も
市
内
に
居
住
し
て
い
れ

ば
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
就
職
す
る
た
め
に
必
要

な
資
格
取
得
費
用
や
、
従
業
員
が

業
務
に
必
要
な
資
格
を
取
得
し
た

場
合
に
係
る
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

　

企
業
誘
致
に
当
た
っ
て
、
新
た

な
立
地
に
適
し
た
候
補
地
に
つ
い

て
は
、
企
業
に
と
っ
て
時
間
と
経

費
の
負
担
が
重
い
埋
蔵
文
化
財
の

調
査
を
市
が
先
行
し
て
実
施
す
る

こ
と
で
、
そ
の
有
無
を
あ
ら
か
じ

め
明
ら
か
に
す
る
企
業
誘
致
候
補

地
先
行
試
掘
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

●
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

　

企
業
誘
致
や
開
発
を
促
進
す
る

う
え
で
障
壁
と
な
る
交
通
イ
ン
フ

ラ
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

　

国
道
17
号
バ
イ
パ
ス
の
高
速
道

路
化
に
つ
い
て
、
国
へ
の
要
望
を

粘
り
強
く
続
け
て
い
く
と
と
も
に
、

特
に
不
満
の
声
の
多
い
地
域
公
共

交
通
に
つ
い
て
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し

て
効
率
的
な
配
車
・
運
行
を
行
う

乗
合
型
の
交
通
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
導

入
し
ま
す
。

　

ま
た
、
生
活
道
路
の
補
修
や
改

修
に
つ
い
て
も
、
通
年
で
実
施
す

る
規
模
を
当
初
予
算
で
措
置
す
る

こ
と
に
よ
り
、
早
期
の
事
業
着
手

を
可
能
と
し
、
工
事
実
施
の
平
準

化
を
図
り
な
が
ら
、
計
画
的
に
事

業
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

◇
安
心
、
安
全
、
快
適
な
暮
ら
し

　

の
実
現

◦
防
災
・
減
災
の
取
り
組
み

　

い
つ
発
生
す
る
か
分
か
ら
な
い

自
然
災
害
の
被
害
を
最
小
限
に
抑

え
る
た
め
に
、
日
ご
ろ
か
ら
あ
ら

ゆ
る
災
害
を
想
定
し
、
事
前
の
対

策
を
講
じ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

水
害
対
策
に
つ
い
て
は
、
引
き
続

き
国
・
県
・
市
の
三
者
で
忍
川
浸

水
対
策
重
点
地
域
緊
急
事
業
を
進

め
ま
す
。

◦
安
心
、
安
全
の
確
保

　

交
差
点
な
ど
へ
の
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
の
ほ
か
、
住
宅
用
防
犯
カ

メ
ラ
設
置
費
の
補
助
、
振
り
込
め

詐
欺
等
の
対
策
機
能
を
持
つ
固
定

電
話
機
等
の
購
入
費
用
の
一
部
に

対
す
る
補
助
を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
引
き
続
き
自
治
会
が
管

理
す
る
防
犯
灯
の
設
置
・
修
繕
費

用
及
び
電
気
料
金
を
補
助
し
、
地

○
令
和
６
年
度
の
各
種
特
別
会
計

予
算　
　
　
　
（
全
て
原
案
可
決
）　　
　
　
　

　

国
民
健
康
保
険
事
業
費
特
別
会

計
な
ど
４
特
別
会
計
の
令
和
６
年

度
当
初
予
算
は
合
計
で
１
６
２
億

２
４
８
０
万
８
千
円
で
す
。

　

ま
た
、
公
営
企
業
会
計
当
初
予

算
は
水
道
事
業
会
計
が
35
億
７
８

３
４
万
円
、
公
共
下
水
道
事
業
会

計
が
34
億
５
０
９
５
万
８
千
円
で

す
。

○
行
田
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条

例　
　
　
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

域
の
安
心
安
全
の
た
め
の
活
動
を

支
援
し
ま
す
。

◇
そ
の
ほ
か
重
要
な
事
業

◦
総
合
体
育
館
の
空
調
設
備
整
備

◦
ペ
ッ
ト
火
葬
棟
の
建
設

◦
施
設
の
ト
イ
レ
洋
式
化

◦
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
活
用
し
た
行
政
手　

　

続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

◦
行
政
事
務
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化

［
主
な
質
疑
］

〇
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
事
業

問		

設
置
場
所
の
選
定
基
準
や
設

置
時
期
は
。

答  

現
時
点
で
は
設
置
場
所
は
選

定
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
警
察

や
関
係
各
課
と
の
協
議
に
お
い
て
、

事
件
の
逃
走
に
使
用
す
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
ル
ー
ト
や
、
交
通
事

故
が
多
発
し
て
い
る
地
点
等
を
踏

ま
え
て
選
定
し
、
道
路
管
理
者
と

調
整
が
整
い
次
第
、
ス
ピ
ー
ド
感

を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

○
水
城
公
園
東
側
園
地
再
整
備
事

業問		

ど
の
よ
う
な
遊
具
を
設
置
す

る
の
か
。

答  

水
城
公
園
東
側
園
地
内
の
ふ

れ
あ
い
広
場
に
滑
り
台
、
ネ
ッ
ト
、

ロ
ー
プ
及
び
登
り
棒
な
ど
を
組
み

合
わ
せ
た
、
幅
広
い
年
齢
で
利
用

で
き
る
遊
具
を
設
置
す
る
予
定
で

あ
る
。

本丸児童公園の蒸気機関車

●特別会計予算及び公営企業会計予算（単位：千円）
会計名

特
別
会
計

公
営
企
業

会

　
　計

予算額 対前年増減額 増減率%

7,890,867
27,758

6,945,356
1,360,827
16,224,808
3,578,340
3,450,958
7,029,298

△364,906
△9,794
△67,864
166,686
△275,878
137,468
159,924
297,392

△4.4
△26.1
△1.0
14.0
△1.7
4.0
4.9
4.4

国民健康保険
交通災害共済
介 護 保 険
後期高齢者医療
合 計
水 道
公 共 下 水 道
合 計

特別会計

特
別
会
計
合
計
額
は

１
６
２
億
円
余

条　例

法
改
正
に
伴
う

条
例
の
改
正
等
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が
交
替
し
て
職
務
に
従
事
す
る
場

合
に
、
従
事
す
る
時
間
数
に
応
じ

た
報
酬
額
を
支
給
で
き
る
よ
う
に

改
め
る
も
の
で
す
。

○
令
和
５
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算　
　

 　
　
（
原
案
可
決
）

　

12
月
補
正
後
の
諸
情
勢
の
変
化

に
伴
う
各
種
経
費
の
追
加
措
置
や
、

国
の
補
正
予
算
に
伴
う
新
た
な
予

算
措
置
の
ほ
か
、
執
行
状
況
に
応

じ
た
減
額
措
置
を
行
お
う
と
す
る

も
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
12

億
４
３
８
万
８
千
円
を
追
加
し
、

予
算
の
総
額
を
３
２
１
億
６
１
８

１
万
９
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
の
う
ち
、
総

務
費
で
は
、
総
務
一
般
管
理
費
に

お
い
て
、
当
初
予
算
で
措
置
し
て

い
な
い
退
職
者
等
に
対
す
る
退
職

手
当
及
び
本
年
度
の
退
職
者
で
既

に
退
職
手
当
を
支
給
し
た
者
に
対

し
、
給
与
改
定
の
影
響
に
よ
る
追

加
支
給
分
を
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

基
金
費
で
は
、
財
政
調
整
基
金

に
つ
い
て
、
国
の
令
和
５
年
度
補

正
予
算
に
お
い
て
、
普
通
交
付
税

に
臨
時
経
済
対
策
費
を
加
算
し
て

増
額
交
付
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
趣
旨
に
鑑

み
、
令
和
６
年
度
に
実
施
す
る
経

済
対
策
の
財
源
と
す
る
た
め
、
普

通
交
付
税
の
追
加
交
付
分
を
積
み

立
て
る
と
と
も
に
、
毎
年
度
の
財

源
不
足
に
備
え
る
た
め
、
前
年
度

繰
越
金
を
活
用
し
、
あ
わ
せ
て
積

み
立
て
を
行
う
も
の
で
す
。

ご
み
処
理
施
設
整
備
基
金
は
、
行

田
羽
生
資
源
環
境
組
合
に
お
い
て

建
設
が
進
め
ら
れ
る
ご
み
処
理
施

設
の
整
備
費
用
等
に
充
て
る
財
源

を
積
み
立
て
る
も
の
で
す
。

　

民
生
費
で
は
、
社
会
福
祉
法
人

へ
委
託
し
て
い
る
障
害
者
相
談
支

援
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
社

会
福
祉
法
に
基
づ
く
社
会
福
祉
事

業
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
消
費

税
の
非
課
税
事
業
と
し
て
取
り
扱

っ
て
き
た
も
の
が
、
国
の
通
知
に

よ
り
社
会
福
祉
事
業
に
は
該
当
し

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
本
年
度
分
及
び
本
年
度

を
除
き
遡
及
す
る
過
去
５
年
分
の

委
託
料
に
係
る
消
費
税
相
当
額
を

受
託
者
に
対
し
支
払
う
も
の
で
す
。

　

児
童
福
祉
一
般
管
理
費
で
は
、

保
育
所
等
に
お
け
る
受
入
れ
態
勢

の
整
備
を
図
る
た
め
、
医
療
的
ケ

ア
児
保
育
支
援
事
業
の
補
助
メ
ニ

ュ
ー
が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

該
当
す
る
市
内
の
１
園
に
対
し
、

研
修
の
受
講
支
援
、
備
品
補
助
、

災
害
対
策
備
品
の
整
備
に
要
す
る

費
用
に
つ
い
て
措
置
す
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
物
価
高
騰
に
伴
う
保

育
所
等
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

光
熱
費
及
び
食
材
料
費
の
価
格
上

昇
相
当
分
を
給
付
し
、
保
育
所
等

に
お
け
る
運
営
の
安
定
化
を
図
る

も
の
で
す
。

　

予
防
費
で
は
、
令
和
５
年
度
か

ら
接
種
可
能
と
な
っ
た
子
宮
頸
が

ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
９
価
に
係
る
委

託
料
単
価
が
、
従
来
の
ワ
ク
チ
ン

単
価
と
比
較
し
て
大
幅
に
上
昇
し

た
こ
と
な
ど
に
伴
い
、
今
後
不
足

が
見
込
ま
れ
る
予
防
接
種
委
託
料

の
追
加
措
置
を
す
る
も
の
で
す
。

　

農
業
費
で
は
、
担
い
手
確
保
・

経
営
強
化
支
援
事
業
に
つ
い
て
、

国
の
補
正
予
算
成
立
に
伴
い
、
当

該
事
業
に
要
す
る
経
費
を
措
置
す

る
も
の
で
す
。

　

土
木
費
で
は
、
令
和
５
年
度
に

実
施
し
て
い
る
市
営
北
部
住
宅
の

解
体
工
事
に
お
い
て
、
設
計
段
階

で
は
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ぐ
い
の
打
設

が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
く

い
の
撤
去
費
用
に
つ
い
て
追
加
措

置
す
る
も
の
で
す
。

　

消
防
費
で
は
、
避
難
所
に
お
け

る
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、

災
害
備
蓄
品
と
し
て
段
ボ
ー
ル
ベ

ッ
ド
の
購
入
費
用
に
つ
い
て
追
加

措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

教
育
費
で
は
、
食
料
品
等
の
価

格
高
騰
を
踏
ま
え
、
家
計
へ
の
影

響
が
大
き
い
小
・
中
学
生
の
子
を

持
つ
世
帯
の
負
担
を
緩
和
す
る
た

め
、
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
の
う
ち
、
推

奨
事
業
メ
ニ
ュ
ー
分
を
活
用
し
た

食
の
応
援
給
付
金
を
支
給
す
る
も

の
で
す
。

　

文
化
財
保
護
費
で
は
、
旧
荒
井

八
郎
商
店
に
つ
い
て
、
今
後
活
用

を
検
討
す
る
上
に
お
い
て
、
建
物

本
体
の
耐
震
強
度
を
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
行
わ

れ
て
い
な
い
耐
震
診
断
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
歳
出
を
賄
う

財
源
は
、
地
方
交
付
税
、
分
担
金

及
び
負
担
金
、
国
・
県
支
出
金
、

財
産
収
入
、
寄
附
金
及
び
繰
越
金

に
よ
り
措
置
す
る
も
の
で
す
。

補正予算

補
正
総
額

12
億
４
３
８
万
８
千
円

　

犯
罪
被
害
者
等
が
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の

実
現
に
向
け
、
犯
罪
被
害
者
等
の

権
利
利
益
の
保
護
及
び
犯
罪
被
害

の
軽
減
を
図
る
た
め
の
支
援
に
関

し
て
、
基
本
理
念
及
び
施
策
の
基

本
的
な
事
項
等
を
定
め
た
い
の
で
、

新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で

す
。

○
行
田
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

　

法
令
の
改
正
に
伴
い
、
繁
忙
期

等
に
よ
り
職
員
が
夏
季
休
暇
を
取

得
で
き
な
い
場
合
に
、
夏
季
休
暇

の
取
得
期
間
が
拡
大
で
き
る
よ
う

に
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

○
行
田
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常

勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例　
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

　

投
票
管
理
者
及
び
投
票
立
会
人選挙投票箱
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議

 

長

専決処分の承認を求めるについて（令
和5年度行田市一般会計補正予算（第8
回））

（議案）
第 1 号 可決

令和５年度行田市一般会計補正予算
（第９回） 〃第 2 号

令和５年度行田市国民健康保険事業費
特別会計補正予算（第２回） 〃第 3 号

令和５年度行田市介護保険事業費特別
会計補正予算（第２回） 〃第 4 号

令和６年度行田市一般会計予算 〃第 5 号

令和６年度行田市国民健康保険事業費
特別会計予算 〃第 6 号

令和６年度行田市交通災害共済事業費
特別会計予算 〃第 7 号

令和６年度行田市介護保険事業費特別
会計予算 〃第 8 号

令和６年度行田市後期高齢者医療事業
費特別会計予算 〃第 9 号

令和６年度行田市水道事業会計予算 〃第10号

令和６年度行田市公共下水道事業会計
予算 〃第11号

行田市職員の勤務時間、休日及び休暇
に関する条例の一部を改正する条例 〃第12号

行田市長等の損害賠償責任の一部免責
に関する条例の一部を改正する条例 〃第13号

行田市会計年度任用職員の報酬等に関
する条例の一部を改正する条例 〃第14号

行田市手数料条例の一部を改正する条
例 〃第15号

行田市犯罪被害者等支援条例 〃第16号

行田市学童保育室設置及び管理条例の
一部を改正する条例 〃第18号

（市長提出議案）

議案
番号

議決
結果

会派名及び議員名

議案名

公明党令和研究会 日本
共産党

蒼の
会

Ｒｅ:
（※）

しき
なみ

維新
（※）

一倫
の会

小
林
　
淳
一

駒
見
　
行
彦

村
田
　
清
治

小
林
　
　
修

橋
本
　
祐
一

福
島
と
も
お

町
田
　
　
光

野
本 

翔
平

梁
瀬
里
司

香
川
　
宏
行

大
屋
　
　
彰

木
村
　
　
博

田
中
　
和
美

村
田
　
秀
夫

斉
藤
博
美

岩
﨑
　
　
彰

養
田
　
英
雄

小
野
寺
貴
男

新
　
　
諒
平

吉
田
　
豊
彦

※維 新…日本維新の会
※Ｒｅ：…Re：birth Project
 　　　 （賛成：○　反対：×）

行田市特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業の運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例

第17号 〃

行田市指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例

第20号 〃

行田市介護保険条例の一部を改正する
条例 〃第19号

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

×

×

×

×

○

○

○

×

○

○

○

○

×

○

○

○

○

×

×

○

×

×

×

×

○

○

○

×

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※議長は採決に加わりません。（可否同数の場合は議長裁決となります。）
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※議長は採決に加わりません。（可否同数の場合は議長裁決となります。）

（市長提出議案）

議案
番号

議決
結果

会派名及び議員名

議案名

公明党令和研究会 日本
共産党

蒼の
会

Ｒｅ:
（※）

しき
なみ

維新
（※）

一倫
の会

小
林
　
淳
一

駒
見
　
行
彦

村
田
　
清
治

小
林
　
　
修

橋
本
　
祐
一

福
島
と
も
お

町
田
　
　
光

野
本 

翔
平

梁
瀬
里
司

香
川
　
宏
行

大
屋
　
　
彰

木
村
　
　
博

田
中
　
和
美

村
田
　
秀
夫

斉
藤
博
美

岩
﨑
　
　
彰

養
田
　
英
雄

小
野
寺
貴
男

新
　
　
諒
平

吉
田
　
豊
彦

※維 新…日本維新の会
※Ｒｅ：…Re：birth Project
 　　　 （賛成：○　反対：×）

行田市指定地域密着型介護予防サービ
スの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係
る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例

〃第22号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市指定介護予防支援等の人員及び
運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例

〃第23号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市指定地域密着型サービスの人
員、設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例

第21号 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市公共下水道事業の設置等に関す
る条例の一部を改正する条例 〃第24号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市水道事業の設置等に関する条例
の一部を改正する条例 〃第25号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市水道事業給水条例の一部を改正
する条例 〃第26号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市市営住宅条例の一部を改正する
条例 〃第27号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市学校教育施設設備整備基金条例 〃第28号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市消防団員等公務災害補償条例の
一部を改正する条例 〃第29号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市消防手数料条例の一部を改正す
る条例 〃第30号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市監査委員条例の一部を改正する
条例 〃第31号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市道路線の認定について 〃第33号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市道路線の廃止について 〃第34号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

令和5年度行田市一般会計補正予算（第
10回） 〃第35号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市行政組織条例等の一部を改正す
る条例 〃第36号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

行田市特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例

第32号 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

議

 

長
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答  

お
お
む
ね
５
年
に
１
回
実
施

し
て
お
り
、
市
民
の
方
が
市
政
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ

て
い
る
か
な
ど
、
市
民
ニ
ー
ズ
を

把
握
し
た
上
で
、
そ
れ
を
各
種
行

政
施
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。

○
市
税
電
話
催
告
事
業

問		

市
税
電
話
催
告
事
業
委
託
料

に
関
し
、
架
電
の
実
績
は
。

答  

令
和
５
年
度
で
は
、
令
和
６

年
１
月
分
ま
で
に
、
架
電
件
数
が

２
万
２
５
０
４
件
と
な
っ
て
い
る
。

○
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ

ム
負
担
金

問		

負
担
金
が
増
額
と
な
っ
て
い

る
理
由
に
つ
い
て
。

答  

シ
ス
テ
ム
改
修
に
係
る
も
の

で
、
申
請
者
で
あ
る
事
業
者
の
利

便
性
向
上
を
図
る
た
め
、
添
付
書

類
を
シ
ス
テ
ム
上
に
添
付
で
き
る

よ
う
改
修
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
小
・
中
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化

問		

小
・
中
学
生
の
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
の
使
用
に
関
し
、
個
人
情
報

保
護
に
関
し
て
は
ど
の
よ
う
な
対

応
を
し
て
い
る
の
か
。

答  

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
は
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
を
入
れ
て
お

り
、
個
人
情
報
が
漏
れ
る
よ
う
な

危
険
な
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き

な
い
体
制
を
取
っ
て
い
る
。

で
は
、
当
日
投
票
所
の
投
票
立

会
人
に
つ
い
て
交
代
制
の
従
事
を

導
入
し
た
団
体
は
、
県
内
63
市
町

村
の
う
ち
34
団
体
、
率
に
し
て
約

54
％
が
交
代
制
を
導
入
し
て
い
る
。

○
移
住
・
定
住
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

問		

移
住
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
は
ど

の
よ
う
な
方
を
選
考
す
る
の
か
。

答  

本
市
の
魅
力
を
発
信
で
き
る

方
や
、
移
住
関
係
の
知
識
が
あ
る

方
、
ま
た
、
若
者
の
ニ
ー
ズ
な
ど

の
動
向
に
つ
い
て
的
確
に
把
握
が

で
き
る
方
、
ア
イ
デ
ア
の
発
想
や
、

行
動
力
を
兼
ね
備
え
て
い
る
方
を

想
定
し
て
い
る
。

問		
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
の
具
体
的

な
業
務
内
容
は
。

答  

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
移
住
サ

イ
ト
の
更
新
作
業
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活

用
し
た
発
信
、
移
住
・
定
住
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
の
作
成
、
イ
ベ
ン
ト
へ

の
参
加
な
ど
を
予
定
し
て
い
る
。

○
市
民
意
識
調
査
委
託
料

問		

市
民
意
識
調
査
の
活
用
方
法

に
つ
い
て
。

問		

職
員
の
夏
季
休
暇
取
得
の
状

況
に
つ
い
て
。
ま
た
、
期
間
内
の

取
得
が
困
難
な
職
員
の
判
断
基
準

は
。

答  

令
和
５
年
度
の
夏
季
休
暇
８

日
間
の
う
ち
、
職
員
の
取
得
平
均

が
7.4
日
、
令
和
４
年
度
は
は
7.1
日
、

令
和
３
年
度
は
7.2
日
で
あ
る
。

　

今
回
、
取
得
期
間
の
見
直
し
を

予
定
し
て
い
る
特
別
休
暇
３
日
間

に
つ
い
て
は
、
平
均
で
2.8
日
の
取

得
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　

○
幼
稚
園
英
語
教
育

問		

幼
稚
園
を
卒
園
す
る
と
き
の

目
標
過
程
な
ど
は
あ
る
の
か
。

答  

英
語
へ
の
親
し
み
と
か
、
楽

し
い
と
い
う
雰
囲
気
を
持
っ
て
小

学
校
に
入
学
し
て
も
ら
い
、
小
学

校
で
も
英
語
が
楽
し
く
学
べ
る
よ

う
な
状
況
を
つ
く
り
出
し
た
い
。

ま
ず
は
、
そ
の
た
め
の
土
壌
づ
く

り
を
し
っ
か
り
行
い
た
い
と
考
え

て
い
る
。

○
図
書
館
管
理
運
営
費

問		

電
子
図
書
館
の
利
用
が
伸
び

悩
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、
ど
の
よ

う
な
対
策
を
考
え
て
い
る
か
。

答  

電
子
図
書
館
の
利
用
に
つ
い

て
は
、
市
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
発
信
し
て
い
く
と

と
も
に
、
若
い
世
代
に
利
用
し
て

も
ら
え
る
よ
う
、
図
書
館
職
員
が

小
・
中
学
校
を
訪
問
し
、
児
童
・

生
徒
へ
電
子
図
書
館
の
利
用
方
法

な
ど
の
啓
発
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
職
員
ご
と
に
申
し
出
を

受
け
総
合
的
に
判
断
す
る
。

問		

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
支
給

対
象
者
は
何
人
を
見
込
ん
で
い
る

の
か
。

答  

令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
で

４
１
０
名
の
う
ち
、
令
和
５
年
12

月
の
期
末
手
当
の
支
給
対
象
者
が

85
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
令
和

６
年
度
の
支
給
対
象
者
は
80
人
か

ら
90
人
程
度
を
見
込
ん
で
い
る
。

問		

各
種
選
挙
に
お
け
る
投
票
管

理
者
及
び
投
票
立
会
人
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
従
事
時
間
を
想
定
し

て
い
る
の
か
。
ま
た
、
他
市
の
状

況
は
ど
う
か
。

答  

当
日
投
票
所
で
従
事
す
る
14

時
間
を
、
７
時
間
の
半
日
交
代
と

に
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
昨
年
８
月
の
県
知
事
選
挙

総務文教常任委員会委員

行
田
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

行
田
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の

報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

令
和
６
年
度
行
田
市
一
般
会
計

予
算

総
務
文
教
常
任
委
員
会

総
務
文
教
常
任
委
員
会

４
議
案　

可
決

市
政
の
運
営
方
針
や
財
務
、
税
務
、
学
校
教

育
、
社
会
教
育
に
関
す
る
こ
と
な
ど
の
議
案

等
を
審
査
し
て
い
ま
す
。

行
田
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常

勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
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い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
品
目
を
購

入
予
定
か
。

答  

主
に
、
ア
ル
フ
ァ
米
、
ク
ッ

キ
ー
、
保
存
水
、
液
体
ミ
ル
ク
、

お
む
つ
、
簡
易
ト
イ
レ
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
賞
味
期
限
や
使
用
期
限

の
長
い
も
の
を
購
入
予
定
で
あ
る
。

○
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
対
策

事
業

問		

こ
れ
ま
で
成
虫
を
駆
除
し
た

方
に
奨
励
品
を
交
付
し
て
い
た
が
、

令
和
６
年
度
か
ら
被
害
樹
木
へ
の

薬
剤
注
入
や
伐
採
費
用
等
に
対
す

る
補
助
事
業
と
な
っ
た
理
由
は
。

答  

奨
励
品
交
付
事
業
は
当
該
成

虫
の
危
険
性
を
市
民
に
啓
発
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
今

日
の
桜
の
被
害
状
況
か
ら
、
薬
剤

樹
幹
注
入
等
に
よ
り
、
早
期
に
駆

除
す
る
対
策
に
見
直
し
た
も
の
で

あ
る
。

○
行
田
お
も
て
な
し
観
光
局
に
よ

る
観
光
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業

問		

本
事
業
の
内
容
は
。

答  

国
内
に
加
え
、
国
外
か
ら
の

旅
行
者
等
の
誘
客
を
推
進
す
る
た

め
、
本
年
度
実
施
し
た
忍
城
下
・

花
手
水
タ
ウ
ン
等
の
取
組
の
一
部

を
継
承
し
つ
つ
、
訪
日
観
光
リ
ピ

ー
タ
ー
の
多
い
台
湾
市
場
等
に
向

け
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
を
推
進

し
て
い
く
。

問		

令
和
６
年
度
は
補
助
対
象
９

件
分
の
予
算
措
置
と
の
こ
と
だ
が
、

前
年
度
実
績
に
比
べ
て
見
込
み
件

数
が
少
な
い
理
由
は
。

答  

令
和
５
年
度
中
に
危
険
な
状

態
の
空
き
家
３
件
を
把
握
し
た
た

め
、
別
途
予
算
流
用
に
て
緊
急
対

応
し
た
経
緯
が
あ
り
、
令
和
６
年

度
に
お
い
て
は
、
過
去
５
年
間
の

実
績
等
を
勘
案
し
計
上
し
て
い
る
。

○
空
き
家
利
活
用
促
進
事
業

問		

本
事
業
で
は
空
き
家
を
地
域

交
流
拠
点
等
に
利
活
用
す
る
場
合

に
補
助
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ

の
上
限
額
は
。

答  

補
助
対
象
と
な
る
事
業
を
５

年
間
又
は
１
０
年
間
継
続
し
て
行

う
場
合
で
補
助
金
額
は
異
な
る
が
、

例
え
ば
、
１
０
年
間
の
場
合
の
補

助
率
は
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の

２
以
内
で
、
上
限
２
０
０
万
円
で

あ
る
。

○
防
災
体
制
整
備
事
業

問		
防
災
備
蓄
倉
庫
に
食
料
等
を

備
え
る
た
め
の
経
費
を
計
上
し
て

問		

本
条
例
の
制
定
の
経
緯
は
。

答  

昨
今
の
社
会
情
勢
に
お
け
る

様
々
な
事
件
の
発
生
、
全
国
及
び

県
内
他
市
の
状
況
等
を
総
合
的
に

勘
案
し
、
市
民
の
安
全
・
安
心
の

た
め
に
、
必
要
な
支
援
を
す
る
条

例
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

問		

犯
罪
被
害
に
よ
る
経
済
的
な

負
担
軽
減
の
た
め
、
遺
族
見
舞
金

３
０
万
円
及
び
傷
害
見
舞
金
１
０

万
円
を
支
給
す
る
と
の
こ
と
だ

が
、
こ
の
支
給
額
に
し
た
理
由
は
。

答  

全
国
的
な
支
給
状
況
及
び
県

問		

資
本
的
支
出
の
建
設
改
良
費

に
お
い
て
、
緑
町
ポ
ン
プ
場
の
耐

震
診
断
業
務
等
の
委
託
料
が
計
上

さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
耐
震
診
断

を
実
施
し
て
い
な
い
施
設
が
あ
る

か
。

答  

下
水
道
事
業
で
管
理
す
る
ポ

ン
プ
場
は
５
施
設
で
、
そ
の
う
ち
、

谷
郷
ポ
ン
プ
場
は
耐
震
診
断
を
実

施
済
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
城
西

ポ
ン
プ
場
は
耐
震
基
準
を
満
た
し

て
お
り
、
残
り
の
緑
町
、
東
谷
及

び
棚
田
ポ
ン
プ
場
は
、
今
後
実
施

予
定
で
あ
る
。

問		
緑
町
ポ
ン
プ
場
の
耐
震
診
断

後
の
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答  

耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
工

事
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
、
令
和

７
年
度
に
実
施
設
計
、
令
和
８
年

度
に
国
庫
補
助
金
の
要
望
、
令
和

９
年
度
に
工
事
着
手
の
計
画
に
な

る
。

○
老
朽
空
き
家
等
解
体
補
助
事
業

内
３
４
市
町
村
が
同
程
度
の
支
給

額
を
定
め
て
い
る
こ
と
等
を
勘
案

し
、
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

問		
水
道
事
業
費
用
に
お
い
て
、

浄
水
場
等
の
動
力
費
と
し
て
電
気

料
等
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
前

年
度
比
で
大
幅
な
減
額
を
し
て
い

る
理
由
は
。

答  

昨
今
の
電
気
料
高
騰
等
に
対

応
す
る
た
め
、
令
和
５
年
度
は
動

力
費
の
増
額
を
見
込
み
計
上
し
て

い
た
が
、
想
定
よ
り
も
増
額
に
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
令
和
６

年
度
は
令
和
５
年
度
の
実
績
を
鑑

み
、
減
額
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

問		

資
本
的
支
出
の
建
設
費
に
お

い
て
、
工
事
請
負
費
が
計
上
さ
れ

て
い
る
が
、
前
年
度
比
で
大
幅
な

増
額
を
し
て
い
る
理
由
は
。

答  

令
和
６
年
度
は
、
老
朽
化
し

た
配
水
管
の
更
新
工
事
と
し
て
、

約
４
ｋ
ｍ
の
布
設
替
え
工
事
を
実

施
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

増
額
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

建設環境常任委員会委員

令
和
６
年
度
行
田
市
一
般
会
計

予
算

行
田
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条

例

令
和
６
年
度
行
田
市
水
道
事
業

会
計
予
算

令
和
６
年
度
行
田
市
公
共
下
水

道
事
業
会
計
予
算

建
設
環
境
常
任
委
員
会

建
設
環
境
常
任
委
員
会

7
議
案　

可
決

道
路
・
橋
り
ょ
う
の
建
設
や
管
理
、
上
下
水

道
事
業
、
環
境
、
商
工
業
、
農
業
、
観
光
、

防
災
、
市
民
生
活
に
関
す
る
こ
と
な
ど
の
議

案
等
を
審
査
し
て
い
ま
す
。
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業問		

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
給
付
費
及
び
介
護
予
防
住
宅

改
修
費
が
減
額
さ
れ
て
い
る
理
由

は
。

答  

介
護
保
険
給
付
費
の
予
算
計

上
に
当
た
っ
て
は
、
令
和
３
年
度
、

令
和
４
年
度
及
び
令
和
５
年
度
上

半
期
の
給
付
実
績
等
か
ら
、
今
後

の
給
付
費
の
伸
び
率
等
を
勘
案
し

て
算
出
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て

前
年
度
比
で
減
少
し
て
い
る
。

○
緊
急
通
報
サ
ー
ビ
ス
事
業

問		

本
事
業
の
内
容
及
び
利
用
状

況
は
。

答  
本
事
業
は
、
ひ
と
り
暮
ら
し

高
齢
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

24
時
間
対
応
で
緊
急
通
報
が
可
能

な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
令
和
５
年

12
月
末
時
点
で
累
計
３
６
５
名
が

利
用
し
、
そ
の
う
ち
６
名
の
方
が

携
帯
型
を
利
用
し
て
い
る
。

○
お
う
ち
子
育
て
支
援
事
業

問		

本
事
業
の
目
的
及
び
内
容
は
。

答  

保
育
所
等
を
利
用
せ
ず
に
子

○
特
定
健
康
診
査
等
事
業

問		

現
在
、
特
定
健
康
診
査
等
を

無
料
で
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の

効
果
は
。

答  
令
和
４
年
度
の
本
市
の
受
診

率
は
３
８·

８
％
で
あ
り
、
県
内

市
町
村
の
平
均
受
診
率
は
３
９·

４
％
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
Ａ
Ｉ

を
活
用
し
て
受
診
勧
奨
を
す
る

な
ど
、
受
診
率
も
向
上
し
て
お

り
、
県
内
平
均
に
近
づ
い
て
い
る
。

○
医
療
費
適
正
化
促
進
事
業

問		

前
年
度
と
比
べ
て
、
本
事
業

に
係
る
予
算
額
が
減
少
し
て
い
る

理
由
は
。

答  

こ
れ
ま
で
も
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
の
使
用
促
進
に
向
け
た
取

組
を
行
っ
て
お
り
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
へ
切
替
え
た
人
が
増

え
て
い
る
。
結
果
、
医
療
費
適
正

化
の
対
象
者
が
減
っ
た
こ
と
か
ら
、

事
業
予
算
が
減
少
し
て
い
る
。

○
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
給
付
事

促
し
、
地
域
交
流
に
つ
な
げ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
敬
老
月
間
に

当
た
る
９
月
に
75
歳
以
上
の
高
齢

者
が
市
内
商
店
や
公
共
施
設
等
で

独
自
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。

問		

市
内
商
店
等
に
は
、
ど
の
よ

う
に
周
知
・
協
力
し
て
も
ら
う
か
。

答  

市
報
等
で
の
募
集
な
ど
を
通

じ
て
、
理
解
に
努
め
て
い
く
。

○
災
害
現
場
中
継
シ
ス
テ
ム
整
備

事
業

問		

災
害
時
の
ド
ロ
ー
ン
操
作
に

お
い
て
、
人
口
集
中
地
区
の
上
空

等
で
飛
行
制
限
は
か
か
る
の
か
。

答  

災
害
時
に
消
防
職
員
が
ド
ロ

ー
ン
を
飛
行
さ
せ
る
場
合
、
国
土

交
通
省
か
ら
の
許
可
等
は
不
要
で

あ
る
。
一
方
、
訓
練
時
に
は
、
適

切
に
許
可
を
受
け
、
承
認
を
得
た

飛
行
を
行
っ
て
い
る
。

育
て
し
て
い
る
家
庭
の
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
、
０
歳
６
カ
月
か
ら

３
歳
未
満
の
子
ど
も
を
対
象
に
国

の
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
の
試

行
的
事
業
を
行
う
。
ま
た
、
未
就

園
１
・
２
歳
児
子
育
て
家
庭
支
援

給
付
金
と
し
て
、
保
護
者
の
外
出

を
促
し
、
育
児
ス
ト
レ
ス
の
軽
減

等
を
図
る
た
め
、
旧
忍
町
信
用
組

合
店
舗
内
カ
フ
ェ
の
利
用
券
を
配

布
す
る
。
さ
ら
に
、
令
和
５
年
度

か
ら
始
め
た
お
う
ち
子
育
て
支
援

金
の
支
給
を
継
続
し
て
実
施
す
る
。

問		

い
つ
、
ど
の
よ
う
に
周
知
し

て
い
く
の
か
。

答  

市
報
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

を
通
じ
て
順
次
周
知
し
て
い
く
。

○
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
運
営
事

業問		

保
健
セ
ン
タ
ー
内
に
、
子
育

て
支
援
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う

「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」
を
設

置
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
意

義
は
。

答  

全
て
の
妊
産
婦
、
子
育
て
世

帯
及
び
子
ど
も
に
対
し
て
、
今
ま

で
よ
り
も
、
さ
ら
に
一
体
的
に
相

談
支
援
を
行
え
る
機
関
と
し
て
設

置
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
高
齢
者
優
待
制
度

問		
本
制
度
の
目
的
及
び
内
容
は
。

答  
高
齢
者
の
積
極
的
な
外
出
を

問		

新
た
に
設
置
す
る
埼
玉
小
学

校
校
舎
内
の
第
２
学
童
保
育
室
の

定
員
数
は
。

答   

定
員
数
は
40
人
で
あ
る
。　
　

問		

校
舎
内
の
ど
こ
に
設
置
し
、

利
用
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
改

修
が
必
要
な
の
か
。

答  

現
在
、
ワ
ー
ル
ド
ル
ー
ム
と

呼
ば
れ
る
外
国
語
教
育
で
使
用
さ

れ
る
場
所
に
お
い
て
、
放
課
後
に

利
用
さ
せ
て
も
ら
う
。
ま
た
、
管

理
・
清
掃
が
し
や
す
い
よ
う
に
、

床
面
改
修
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

13
議
案　

可
決

各
種
の
福
祉
施
策
や
子
育
て
支
援
、
高
齢
者

支
援
、
健
康
づ
く
り
、
消
防
に
関
す
る
こ
と

な
ど
の
議
案
等
を
審
査
し
て
い
ま
す
。

健康福祉常任委員会委員

無人航空機（ドローン）による上空からの偵察

行
田
市
学
童
保
育
室
設
置
及
び
管

理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
６
年
度
行
田
市
一
般
会
計

予
算

令
和
６
年
度
行
田
市
国
民
健
康

保
険
事
業
費
特
別
会
計
予
算

令
和
６
年
度
行
田
市
介
護
保
険

事
業
費
特
別
会
計
予
算
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市政に対する	一般質問市政に対する	一般質問市政に対する	一般質問市政に対する	一般質問

一般
質問

専用アプリで読み取ると
議会中継がご覧いただけます。

　一般質問とは、議員が市政全般にわたり、市長をはじめと
する執行機関に対し、事務の執行状況や将来の方針等につい
て質問したり、説明や報告を求めたりするものです。
　3月定例会では15人の議員が一般質問を行いました。各議員
の主な質問は次のとおりです。
詳細は次の方法によりご覧ください　―――――――――――――――
◆インターネット議会中継
市議会の様子（生中継・録画映像）をパソコンやスマートフォンでご覧いた
だけます。また、各議員の氏名の右にあるＱＲコードから一般質問の録画映
像をご覧いただけます。

◆会議録
冊子は市役所市政情報コーナー、図書館でご覧いただけます。
なお、会議録はインターネットでもご覧いただけます。
※3月定例会の会議録は6月に発行予定です。

門
業
者
に
よ
る
鏡
面
交
換
や

修
繕
を
実
施
し
て
い
る
。

問　
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
（
道
路

反
射
鏡
）
は
、
ど
の
よ
う
な

基
準
で
設
置
し
て
い
る
の
か
。

答　
道
路
反
射
鏡
の
新
設
に

つ
い
て
は
、
全
て
の
依
頼
に

対
し
、
職
員
が
現
地
確
認
の

上
、
行
田
市
道
路
反
射
鏡
設

置
基
準
に
基
づ
き
、
検
討
を

行
い
、
設
置
が
必
要
と
判
断

し
た
箇
所
に
新
設
し
て
い
る
。

問　
近
隣
自
治
体
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
は
、
道
路
交
通
環

境
の
整
備
に
つ
い
て
、
カ
ー

ブ
ミ
ラ
ー
（
道
路
反
射
鏡
）

を
詳
し
く
掲
載
し
て
い
る
が
、

本
市
で
も
掲
載
可
能
か
。

答　
道
路
反
射
鏡
の
設
置

基
準
や
修
繕
等
の
基
準
を
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、

周
知
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て

〇
児
童
生
徒
等
の
健
康
診
断

の
環
境
整
備
に
つ
い
て

〇
公
共
施
設
の
ト
イ
レ
に
つ

い
て

　

第
11
次
埼
玉
県
交
通
安
全

計
画
で
は
、
人
優
先
の
交
通

安
全
思
想
を
基
本
と
し
、
対

策
の
重
点
と
し
て
、
高
齢
者

及
び
子
ど
も
の
安
全
確
保
、

自
転
車
及
び
歩
行
者
の
安
全

確
保
、
交
通
事
故
が
起
こ
り

に
く
い
環
境
づ
く
り
を
掲
げ
、

道
路
交
通
環
境
の
整
備
や
交

通
安
全
思
想
の
普
及
徹
底
に

取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

問　
本
市
に
お
け
る
カ
ー
ブ

ミ
ラ
ー
（
道
路
反
射
鏡
）
の

維
持
管
理
状
況
に
つ
い
て
、

点
検
、
改
修
方
法
は
ど
の
よ

う
に
し
て
い
る
か
。

答　
本
年
１
月
31
日
時
点
で

市
が
管
理
し
て
い
る
道
路
反

射
鏡
は
２
６
０
０
基
あ
り
、

市
職
員
が
市
内
を
巡
回
し
て
、

不
具
合
や
損
傷
の
確
認
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
治

会
や
市
民
の
方
か
ら
不
具
合

の
情
報
提
供
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
速
や
か
に
担
当
課
職

員
が
現
地
に
赴
き
、
鏡
面
の

角
度
補
正
や
研
磨
な
ど
を
行

う
ほ
か
、
状
況
に
応
じ
て
専

交
通
安
全
対
策に

つ
い
て

大 

屋 　

彰
（
公
明
党
）

方
債
の
活
用
を
考
え
た
い
。

●
資
源
リ
サ
イ
ク
ル

問　
市
民
が
出
し
た
瓶
・
缶

等
の
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
収
集

運
搬
費
は
月
２
回
、
２
４
０

箇
所
で
９
１
０
０
万
円
。
対

し
て
可
燃
ご
み
は
週
３
～
４

日
、
１
４
２
４
箇
所
で
７
５

０
０
万
円
。
不
燃
ご
み
は
週

２
回
、
１
３
６
４
箇
所
で
４

７
０
０
万
円
で
あ
る
。
比
較

す
る
と
金
額
は
妥
当
な
の
か
。

答　
可
燃
・
不
燃
ご
み
は
１

台
で
多
数
回
れ
る
が
、
資
源

ご
み
は
種
類
ご
と
に
車
を
用

意
す
る
た
め
台
数
が
多
い
。

問　
地
方
公
共
団
体
の
契
約

は
一
般
競
争
入
札
が
原
則
だ

が
本
市
は
長
年
１
者
に
随
意

契
約
し
て
い
る
。
公
平
性
、

透
明
性
、
経
済
性
の
観
点
か

ら
競
争
入
札
す
べ
き
で
は
。

答　
競
争
で
の
契
約
が
原
則

だ
が
廃
棄
物
処
理
は
経
済
性

の
確
保
等
よ
り
も
着
実
な
業

務
の
実
施
を
重
視
す
る
。
市

民
の
負
担
軽
減
か
ら
適
切
な

見
直
し
は
行
っ
て
い
き
た
い
。

問　
街
や
観
光
地
で
ニ
ー
ズ

が
高
ま
る
無
料
Ｗ
ｉ–

Ｆ
ｉ
環

境
は
観
光
、
防
災
、
市
民
サ
ー

ビ
ス
、
行
政
事
務
効
率
化
で

整
備
が
進
ん
で
い
る
。
例
え

ば
、
図
書
館
で
あ
れ
ば
学
習

効
率
の
向
上
、
避
難
所
で
あ

れ
ば
携
帯
電
話
が
利
用
し
に

く
い
環
境
で
も
つ
な
が
り
や

す
く
な
る
。
公
共
施
設
全
体

を
対
象
に
Ｗ
ｉ–

Ｆ
ｉ
を
整
備

し
て
い
く
べ
き
で
は
。

答　
観
光
施
設
を
中
心
に
整

備
し
て
き
た
が
、
各
施
設
に

つ
い
て
も
利
用
者
ニ
ー
ズ
を

勘
案
し
検
討
し
た
い
。
ま
た
、

避
難
所
へ
も
災
害
時
の
情
報

収
集
や
安
否
確
認
が
安
定
的

に
行
え
る
利
点
を
踏
ま
え
、

調
査
・
研
究
を
進
め
た
い
。

問　
数
年
前
に
総
務
省
で
Ｗ

ｉ–

Ｆ
ｉ
整
備
に
特
化
し
た
補

助
金
を
交
付
し
て
い
た
が
、

全
国
的
に
設
置
が
進
み
、
目

標
に
達
し
た
た
め
終
了
し
た
。

本
市
は
検
討
が
遅
い
の
で
は
。

答　
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国

家
構
想
交
付
金
や
有
利
な
地

公
共
施
設
の
Ｗ
ｉ–

Ｆ
ｉ

整
備
促
進
で
市
民
の
利
便

性
向
上
、
防
災
機
能
向
上
へ

斉 

藤 

博 

美
（
日
本
共
産
党
）
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市政に対する	一般質問市政に対する	一般質問市政に対する	一般質問市政に対する	一般質問

通
園
制
度
と
し
て
令
和
８
年

度
か
ら
全
て
の
自
治
体
で
実

施
す
る
方
針
と
し
て
お
り
、

本
格
実
施
に
向
け
て
課
題
の

整
理
や
検
証
を
行
う
こ
と
を

目
的
に
、
県
内
で
は
本
市
を

含
め
、
４
市
で
初
め
て
試
行

的
事
業
が
実
施
さ
れ
る
。

問　
子
ど
も
の
預
か
り
に
必

要
な
経
費
で
、
保
護
者
の
負

担
は
あ
る
か
。

答　
本
市
で
は
、
保
護
者
負

担
な
し
で
実
施
す
る
予
定
で

あ
る
。

問　
市
民
へ
の
周
知
は
ど
の

よ
う
に
し
て
い
く
の
か
。
ま

た
、
事
業
開
始
は
い
つ
頃
を

考
え
て
い
る
か
。

答　
市
報
「
ぎ
ょ
う
だ
」
や

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
な
ど
で
広
く
周
知
し
、
開

始
は
、
７
月
を
予
定
し
て
い

る
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
「
１
か
月
児
と
５
歳
児
健

康
診
査
支
援
事
業
」
に
つ
い

て〇
災
害
時
の
備
え
に
つ
い
て

　

政
府
は
昨
年
12
月
20
日
に

こ
ど
も
未
来
戦
略
を
閣
議
決

定
し
、そ
の
中
の
施
策
に
「
こ

ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
（
仮

称
）
の
試
行
的
事
業
」
と
「
１

か
月
児
と
５
歳
児
健
康
診
査

支
援
事
業
」
が
あ
る
。

問　
本
市
は
令
和
６
年
度
に

国
が
行
う
こ
の
試
行
的
事
業

に
参
加
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
の
施
策
の
内
容
と
本
市
が

考
え
て
い
る
制
度
設
計
と
は
。

答　
国
で
は
保
育
所
、
幼
稚

園
、
認
定
こ
ど
も
園
、
地
域

型
保
育
事
業
等
に
通
っ
て
い

な
い
０
歳
６
か
月
か
ら
満
３

歳
未
満
の
子
ど
も
を
対
象
と

し
て
、
月
10
時
間
を
上
限
に

保
護
者
が
働
い
て
い
な
く
て

も
時
間
単
位
で
柔
軟
に
保
育

所
な
ど
を
利
用
で
き
る
制
度

と
位
置
付
け
て
い
る
。
本
市

の
制
度
設
計
は
実
施
方
法
と

し
て
、
保
育
所
３
箇
所
、
認

定
こ
ど
も
園
１
箇
所
、
幼
稚

園
１
箇
所
の
計
５
箇
所
で
事

業
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

国
は
法
律
に
基
づ
く
新
た
な

「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
（
仮
称
）
の
試
行
的

事
業
」
に
つ
い
て

木 

村 　

博
（
公
明
党
）

破
損
等
に
よ
り
断
水
し
た
場

合
に
つ
い
て
は
、
市
内
４
箇

所
の
浄
配
水
場
に
あ
る
配
水

タ
ン
ク
内
の
水
道
水
を
利
用

し
、
給
水
車
に
よ
る
避
難
所

等
へ
の
応
急
給
水
を
行
う
。

問　
能
登
半
島
地
震
の
際
に

も
職
員
を
派
遣
し
て
い
る
が
、

給
水
車
の
大
き
さ
に
よ
り
運

転
で
き
る
条
件
の
運
転
免
許

証
が
限
ら
れ
て
く
る
。
運
転

手
の
確
保
は
問
題
な
い
か
。

答　
本
市
の
給
水
車
は
、
車

両
総
重
量
５
ト
ン
未
満
に
分

類
さ
れ
、
平
成
29
年
３
月
11

日
ま
で
に
取
得
し
た
普
通
免

許
、
ま
た
は
、
３
月
12
日
以

降
に
取
得
し
た
準
中
型
免
許

が
必
要
で
あ
る
。
将
来
的
に

運
転
可
能
な
職
員
の
減
少
が

見
込
ま
れ
る
が
、
積
極
的
に

運
転
手
の
確
保
の
方
策
を
講

じ
て
い
く
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
商
工
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル
の

貸
出
方
法
の
改
善
に
つ
い
て

〇
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
接
種
及

び
検
査
に
つ
い
て

問　
本
年
一
月
に
発
生
し
た

能
登
半
島
地
震
の
現
地
状
況

を
報
道
等
で
見
る
に
、
避
難

所
や
自
宅
に
残
れ
た
方
で
も
、

電
気
、
ガ
ス
、
水
道
等
の
公

共
イ
ン
フ
ラ
が
止
ま
り
不
自

由
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
特
に
水
に
つ
い
て

の
困
り
ご
と
が
多
く
、
必
要

性
が
感
じ
ら
れ
た
が
、
災
害

な
ど
で
断
水
し
て
し
ま
っ
た

場
合
に
、
飲
料
水
や
生
活
に

必
要
な
水
、
体
を
清
潔
に
保

つ
た
め
や
ト
イ
レ
等
に
使
用

す
る
た
め
の
水
は
、
ど
れ
く

ら
い
確
保
し
て
い
る
の
か
。

答　
本
市
で
は
災
害
時
に
備

え
て
、
市
内
小
・
中
学
校
の

防
災
倉
庫
に
、
５
０
０
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル
入
り
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
の
飲
料
水
を
計
約
１
万
６

千
本
備
蓄
し
て
い
る
。
併
せ

て
、
民
間
事
業
者
５
社
と
災

害
時
応
援
協
定
を
締
結
し
て

お
り
、
災
害
発
生
時
に
お
い

て
、
優
先
的
に
飲
料
の
提
供

を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
整
え

て
い
る
。
ま
た
、
水
道
管
の

災
害
時
に
お
け
る
水
の

確
保
に
つ
い
て

橋 

本 

祐 

一
（
令
和
研
究
会
）

６
年
生
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
育
成
が
課
題
で
あ
る
。　

問　
再
編
後
は
新
た
な
場
所

で
学
校
建
設
が
必
要
と
考
え

る
が
、
候
補
地
選
考
基
準
や

時
期
は
。

答　
児
童
生
徒
の
人
数
や
居

住
分
布
、
校
舎
の
建
替
え
年

度
、
都
市
計
画
法
、
建
設
費

用
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し

て
個
別
計
画
で
示
し
た
い
。

●
公
共
施
設
の
ト
イ
レ
改
修

問　
市
の
施
設
内
の
ト
イ
レ

が
和
式
で
手
す
り
も
な
く
、

高
齢
者
が
大
変
な
思
い
を
し

て
い
る
。
ト
イ
レ
の
洋
式
化
、

手
す
り
の
設
置
状
況
と
今
後

の
改
修
見
込
み
、
計
画
は
。

答　
公
園
で
は
56
箇
所
の
う

ち
、
ト
イ
レ
が
あ
る
の
は
29

箇
所
、
和
式
で
手
す
り
が
な

い
公
園
が
５
箇
所
あ
る
。
利

用
者
の
多
い
施
設
に
つ
い
て

は
、
令
和
６
年
度
中
に
洋
式

化
を
完
了
さ
せ
る
よ
う
予
算

計
上
し
た
。
改
め
て
市
内
の

公
園
を
総
点
検
し
て
緊
急
度

を
確
認
し
て
対
応
し
て
い
く
。

問　
新
た
な
再
編
計
画
・
骨

子
編
の
要
点
は
。

答　
中
学
進
学
時
に
不
登

校
生
徒
が
急
増
す
る
中
一

ギ
ャ
ッ
プ
な
ど
の
課
題
に
対

し
て
、
６
・
３
制
を
基
本
と

し
た
教
育
の
仕
組
み
が
限
界

に
近
づ
い
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
義
務
教
育
９
年
間
に
学

び
の
系
統
性
や
連
続
性
を
持

た
せ
る
一
貫
教
育
が
必
要
で
、

本
市
の
教
育
水
準
を
高
め
る

た
め
の
再
編
で
あ
る
。

問　
計
画
案
の
説
明
会
は
。

答　
新
年
度
か
ら
、
中
学
校

区
単
位
を
基
本
に
保
護
者
、

地
域
住
民
に
説
明
会
や
意
見

交
換
会
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

教
職
員
に
も
、
必
要
に
応
じ

て
各
校
に
足
を
運
び
丁
寧
に

説
明
を
行
い
た
い
。

問　
義
務
教
育
学
校
の
メ

リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答　
異
学
年
交
流
に
よ
り
児

童
生
徒
の
主
体
性
を
育
む
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
校

長
の
負
担
増
、
小
中
両
方
の

免
許
状
を
持
つ
教
員
の
確
保
、

市
内
小
中
学
校
の
再
編
計
画
、

高
齢
者
に
優
し
い
ト
イ
レ
へ

の
改
修
に
つ
い
て

村 

田 

秀 

夫
（
日
本
共
産
党
）
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者
に
も
な
ら
な
い
た
め
の「
生

命
（
い
の
ち
）
の
安
全
教
育
」

が
昨
年
４
月
か
ら
開
始
さ
れ

た
が
、
そ
の
実
施
状
況
と
今

後
の
包
括
的
性
教
育
の
取
組

を
ど
う
考
え
る
か
。

答　
文
部
科
学
省
が
示
し
て

い
る
「
生
命
（
い
の
ち
）
の

安
全
教
育
」
の
取
組
に
関
す

る
実
践
事
例
集
の
活
用
や
、

助
産
師
等
に
よ
る
生
命
の
授

業
の
推
進
に
努
め
て
い
る
。

問　
学
習
指
導
要
領
で
は
、

い
わ
ゆ
る
「
歯
止
め
規
定
」

で
性
交
の
指
導
は
で
き
な
い

と
承
知
す
る
が
、
そ
こ
を
家

庭
に
任
せ
る
限
界
は
な
い
か
。

ま
た
、
そ
の
課
題
の
た
め
外

部
講
師
に
担
っ
て
も
ら
う
考

え
は
あ
る
か
。

答　
異
な
る
家
庭
環
境
で
性

教
育
を
正
し
く
学
ぶ
の
は
難

し
い
と
考
え
る
。
助
産
師
に

よ
る
「
生
命
の
授
業
」
を
全

校
に
広
げ
て
い
き
た
い
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
発
災
時
で
の
避
難
所
に
お

け
る
女
性
へ
の
配
慮
ほ
か

　

能
登
半
島
地
震
に
お
け
る

避
難
所
生
活
の
状
況
下
で
女

性
の
性
被
害
が
あ
る
と
の
報

道
を
目
に
し
た
が
、
実
は
過

去
に
も
避
難
所
で
同
様
の
事

案
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
成
人

や
男
児
女
児
に
関
わ
ら
ず
性

被
害
や
虐
待
、
望
ま
な
い
妊

娠
等
が
後
を
絶
た
な
い
。
自

己
の
欲
求
を
律
し
他
者
を
尊

重
す
る
人
権
教
育
の
点
か
ら

も
、
包
括
的
性
教
育
が
必
要

と
考
え
る
。

問　
未
就
学
児
へ
の
性
教
育

の
取
組
事
例
は
あ
る
か
。

答　
保
育
園
等
で
の
性
教
育

の
取
組
事
例
は
な
い
が
、
発

達
段
階
に
応
じ
た
教
育
は
必

要
と
さ
れ
て
い
る
。
民
間
調

査
で
は
、
性
教
育
の
必
要
性

を
感
じ
て
い
る
が
、
実
施
で

き
て
い
な
い
家
庭
が
、
７
割

以
上
と
な
っ
て
お
り
、
今
後

子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て

子
ど
も
へ
の
伝
え
方
を
学
ぶ

機
会
を
検
討
し
て
い
く
。

問　
子
ど
も
が
性
暴
力
の
加

害
者
に
も
被
害
者
に
も
傍
観

誰
し
も
の
人
権
と
生
命

が
守
ら
れ
る
た
め
に

田 

中 

和 

美
（
公
明
党
）

を
検
討
し
て
い
く
と
と
も
に
、

一
刻
も
早
く
整
備
を
進
め
る

た
め
、
令
和
７
年
度
ま
で
活

用
可
能
で
あ
る
緊
急
防
災
・

減
災
事
業
債
を
有
効
に
活
用

す
る
こ
と
と
し
、
前
倒
し
し

て
令
和
６
年
度
当
初
予
算
案

に
お
い
て
調
査
設
計
費
を
予

算
計
上
し
た
。
設
置
す
る
場

所
は
、
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、

サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
柔
道
場
及

び
剣
道
場
を
予
定
し
て
い
る
。

総
合
体
育
館
に
エ
ア
コ
ン
を

整
備
す
る
こ
と
で
、
防
災
・

減
災
の
観
点
か
ら
、
避
難
所

と
し
て
の
環
境
が
飛
躍
的
に

向
上
す
る
と
と
も
に
、
施
設

本
来
の
目
的
で
あ
る
ス
ポ
ー

ツ
環
境
の
改
善
に
も
な
り
、

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
や
全
国
大
会

の
開
催
、
誘
致
の
可
能
性
が

広
が
る
こ
と
と
な
る
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
現
状
の
「
ね
ぎ
」
及
び
「
ブ

ロ
ッ
コ
リ
ー
」
の
作
付
面
積

及
び
出
荷
状
況
に
つ
い
て

〇
野
菜
指
定
産
地
及
び
特
定

野
菜
の
指
定
条
件
に
つ
い
て

問　
市
内
に
は
、
有
事
の
際
、

指
定
避
難
所
と
な
る
小
中
学

校
を
は
じ
め
、
公
共
施
設
が

52
箇
所
あ
る
。
指
定
避
難
所

と
し
て
、
エ
ア
コ
ン
設
備
が

充
実
し
て
い
な
い
の
が
総
合

体
育
館
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

も
何
度
か
議
会
の
中
で
、
総

合
体
育
館
へ
の
エ
ア
コ
ン
導

入
の
質
問
が
あ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
明
確
な
方
針
が

出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

今
後
、
指
定
避
難
所
で
あ
る

総
合
体
育
館
の
エ
ア
コ
ン
導

入
を
ど
う
考
え
る
か
。

答　
総
合
体
育
館
は
、
本
市

の
ス
ポ
ー
ツ
拠
点
で
あ
る
と

と
も
に
、
本
市
最
大
の
指
定

避
難
所
で
あ
り
、
自
然
災
害

な
ど
有
事
に
お
い
て
、
重
要

な
役
割
を
担
う
施
設
で
あ
る
。

特
に
、
災
害
は
い
つ
何
時
発

生
す
る
か
分
か
ら
な
い
た
め
、

災
害
を
想
定
し
た
避
難
所
の

環
境
整
備
は
、
重
要
な
課
題

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
総

合
体
育
館
へ
の
エ
ア
コ
ン
に

つ
い
て
は
、
効
果
的
な
手
法

指
定
避
難
所
で
あ
る
総
合

体
育
館
の
エ
ア
コ
ン
導
入

を
ど
う
考
え
る
か

村 

田 

清 

治
（
令
和
研
究
会
）

支
援
セ
ン
タ
ー
を
１
箇
所
設

置
し
、
様
々
な
相
談
を
受
け

て
い
る
。

問　
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト

の
配
布
予
定
は
あ
る
か
。

答　
「
私
の
人
生
フ
ァ
イ
ル
」

を
希
望
す
る
市
民
に
配
布
し

て
い
る
。

問　
終
活
先
進
自
治
体
で
あ

る
横
須
賀
市
の
わ
た
し
の
終

活
登
録
に
つ
い
て
、
本
市
の

見
解
は
。

答　
電
話
や
窓
口
で
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
の
保
管
先
、

か
か
り
つ
け
医
師
や
ア
レ
ル

ギ
ー
等
の
ほ
か
、
遺
言
書
の

保
管
場
所
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
情
報
を
市
役
所
に
登
録
で

き
る
制
度
と
承
知
し
て
い
る
。

第
三
者
で
あ
る
市
が
情
報
保

管
す
る
点
に
お
い
て
、
家
族

や
身
寄
り
が
な
い
方
に
と
っ

て
は
安
心
し
た
暮
ら
し
に
つ

な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
新
基
本
構
想
策
定
に
向
け

て〇
児
童
交
通
公
園
に
つ
い
て

問　
市
営
住
宅
を
含
む
孤
独

死
の
遺
品
整
理
に
つ
い
て
、

本
市
の
対
応
は
。

答　
土
地
家
屋
、
そ
の
他
家

財
道
具
等
は
、
全
て
相
続
財

産
と
な
る
こ
と
か
ら
、
市
も

含
め
相
続
人
以
外
の
者
が
処

分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

市
営
住
宅
に
お
い
て
も
同
様

に
、
処
分
で
き
な
い
た
め
、

市
で
保
管
し
て
い
る
。

問　
市
営
住
宅
の
家
財
道
具

等
が
処
分
で
き
な
い
と
の
こ

と
だ
が
、
今
後
の
対
策
は
。

答　
遺
品
に
関
す
る
所
有
権

の
放
棄
や
市
が
遺
品
を
処
分

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
異
議

の
な
い
旨
の
書
面
を
事
前
に

交
わ
し
て
お
く
な
ど
が
考
え

ら
れ
る
が
、
先
進
自
治
体
の

取
組
を
調
査
研
究
し
た
い
。

問　
終
活
相
談
窓
口
の
設
置

予
定
は
あ
る
か
。

答　
高
齢
者
の
総
合
相
談

の
窓
口
と
し
て
、
市
内
に
５

箇
所
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
ほ
か
、

行
田
市
在
宅
医
療
介
護
連
携

終
活
支
援
に
つ
い
て

養 

田 

英 

雄
（
日
本
維
新
の
会
）
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の
高
い
依
存
度
が
顕
著
と

な
っ
て
い
る
。
地
域
公
共
交

通
計
画
の
再
編
に
当
た
り
、

こ
う
し
た
傾
向
を
受
け
止
め

つ
つ
、
自
家
用
車
の
利
用
が

で
き
な
い
高
齢
者
の
方
や
障

が
い
者
の
方
な
ど
を
初
め
と

す
る
交
通
弱
者
の
移
動
手
段

を
確
保
す
る
こ
と
。
ま
た
、

交
通
空
白
地
域
の
解
消
と
と

も
に
、
幅
広
い
世
代
に
気
軽

に
利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う

既
存
の
公
共
交
通
を
補
完
す

る
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交

通
計
画
を
確
立
す
る
こ
と
を

念
頭
に
置
い
て
い
る
。

●
市
民
プ
ー
ル
の
臨
時
休
館

に
つ
い
て

問　
利
用
者
の
方
々
は
突
然

の
休
館
に
困
惑
し
て
い
る
。

復
旧
の
見
通
し
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。

答　
現
在
故
障
し
て
い
る
ボ

イ
ラ
ー
の
復
旧
に
つ
い
て
は
、

復
旧
の
め
ど
、
時
期
な
ど
の

詳
細
は
調
査
中
で
あ
る
。
詳

細
が
分
か
り
次
第
、
周
知
し

て
い
き
た
い
。

　

２
０
２
４
年
問
題
と
は
、

４
月
１
日
か
ら
自
動
車
運
転

業
務
な
ど
の
業
界
で
働
く
方

々
の
労
働
時
間
の
上
限
が
法

律
で
規
制
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
様
々
な
問
題

の
総
称
で
あ
る
。
公
共
交
通

は
今
後
、
続
け
て
い
け
る
の

か
な
ど
、
市
民
の
声
を
耳
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

問　
地
域
公
共
交
通
の
再
編

を
考
え
る
上
で
、
前
提
と
な

る
条
件
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
例
と
し
て
、

車
社
会
の
ま
ま
で
良
い
の
か
。

ま
た
は
、
車
社
会
か
ら
抜
け

出
す
方
向
で
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
は
、
施
策
の
進
め
方

に
影
響
す
る
と
考
え
る
。
ど

の
よ
う
な
前
提
条
件
の
下
で
、

地
域
公
共
交
通
を
考
え
て
い

る
の
か
。

答　
行
田
市
地
域
公
共
交
通

計
画
の
策
定
に
当
た
り
、
令

和
４
年
度
に
実
施
し
た
公
共

交
通
に
関
す
る
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
な
ど
の
結
果
か
ら
、

市
民
の
方
々
の
自
家
用
車
へ

持
続
可
能
で
利
用
し
や

す
い
地
域
公
共
交
通
の

確
立
に
つ
い
て

小 
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イ
ツ
導
入
を
提
案
し
た
こ
と

が
あ
る
。
行
田
タ
ワ
ー
に
つ

い
て
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
を

導
入
す
る
可
能
性
は
あ
る
か
。

答　
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
は

新
た
な
財
源
確
保
に
つ
な
が

る
だ
け
で
な
く
企
業
と
連
携

し
た
地
域
活
性
化
の
取
組
も

期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
先

進
事
例
等
を
調
査
し
た
い
。

問　
全
日
本
タ
ワ
ー
協
議

会
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
東

京
タ
ワ
ー
、
横
浜
マ
リ
ン
タ

ワ
ー
、京
都
タ
ワ
ー
、通
天
閣
、

五
稜
郭
タ
ワ
ー
な
ど
19
の
タ

ワ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
本
協
議
会
に
加
入
す

る
可
能
性
は
あ
る
か
。

答　
本
協
議
会
へ
の
加
入
は
、

行
田
タ
ワ
ー
の
認
知
度
が
全

国
に
広
が
る
だ
け
で
は
な
く
、

本
市
の
魅
力
を
全
国
に
発
信

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

古
代
蓮
の
里
へ
の
来
訪
者
の

増
加
も
期
待
で
き
る
。
現
在
、

指
定
管
理
者
で
あ
る
い
き
い

き
財
団
に
お
い
て
、
加
入
に

向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
る
。

問　
本
市
が
深
く
関
わ
っ
て

い
る
「
翔
ん
で
埼
玉
～
琵
琶

湖
よ
り
愛
を
こ
め
て
～
」
が

昨
年
11
月
か
ら
公
開
さ
れ
た
。

こ
の
中
で
非
常
に
重
要
な
役

目
を
果
た
す
の
が
、
古
代
蓮

の
里
展
望
タ
ワ
ー
、
ま
た
の

名
を
行
田
タ
ワ
ー
で
あ
る
。

田
ん
ぼ
ア
ー
ト
や
小
針
周
辺

の
景
色
を
上
か
ら
眺
め
る
も

の
に
な
っ
て
い
る
が
、
下
か

ら
上
を
見
た
時
、
行
田
タ
ワ

ー
も
し
く
は
埼
玉
県
名
発
祥

の
地
な
ど
と
タ
ワ
ー
本
体
に

大
き
く
表
示
し
て
は
ど
う
か
。

答　
本
映
画
の
公
開
は
、
本

市
の
知
名
度
が
上
が
る
だ
け

で
な
く
、
行
田
タ
ワ
ー
を
活

用
し
た
新
た
な
賑
わ
い
創
出

の
可
能
性
が
広
が
っ
た
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。
行
田
タ

ワ
ー
本
体
に
名
称
等
を
加
え

る
こ
と
を
は
じ
め
、
活
用
策

に
つ
い
て
調
査
研
究
を
始
め

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問　
令
和
３
年
３
月
定
例
会

の
一
般
質
問
の
際
、
市
内
公

共
施
設
へ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ

古
代
蓮
の
里
展
望
タ
ワ
ー

／
行
田
タ
ワ
ー
に
つ
い
て

福
島 

と
も
お
（
令
和
研
究
会
）

防
注
射
の
接
種
率
は
ど
れ
く

ら
い
か
。

答		

令
和
５
年
度
は
61
・
85

％
で
あ
る
。

問　
Ｗ
Ｈ
Ｏ
世
界
保
健
機
関

は
、
狂
犬
病
の
ま
ん
延
防
止

の
た
め
、
接
種
率
70
％
以
上

を
保
つ
こ
と
と
し
て
い
る
が
、

本
市
の
接
種
率
に
つ
い
て
ど

う
考
え
て
い
る
の
か
。

答　
県
の
接
種
率
が
71
・
５

％
で
、
本
市
の
接
種
率
は
低

い
状
況
で
あ
る
が
、
予
防
接

種
は
義
務
の
た
め
、
全
て
の

飼
い
主
の
方
に
接
種
に
動
い

て
い
た
だ
け
る
よ
う
取
り
組

み
た
い
。

●
駅
階
段
ア
ー
ト

問　
本
市
へ
の
来
訪
者
の
方

や
通
勤
通
学
な
ど
駅
利
用
者

の
た
め
、
Ｊ
Ｒ
行
田
駅
や
秩

父
鉄
道
行
田
市
駅
の
階
段
を

使
い
、
階
段
ア
ー
ト
を
実
施

す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答　
階
段
ア
ー
ト
を
含
め
、

駅
に
お
け
る
魅
力
発
信
や
行

田
ら
し
い
「
お
も
て
な
し
」

の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く
。

問　
現
在
の
市
内
循
環
バ
ス

や
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
事
業

な
ど
、
市
民
要
望
等
を
踏
ま

え
公
共
交
通
を
再
編
す
る
と

の
こ
と
だ
が
、
要
望
が
多
い

近
隣
市
へ
の
利
用
は
、
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答　
近
隣
市
へ
の
施
設
利
用

に
つ
い
て
は
、
乗
り
入
れ
施

設
の
所
在
自
治
体
と
の
協
議

が
必
要
で
あ
る
た
め
、
現
時

点
で
は
未
定
で
あ
る
が
、
ま

ず
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
多

く
利
用
さ
れ
て
い
る
近
隣
市

の
二
次
救
急
医
療
機
関
へ
の

乗
り
入
れ
か
ら
検
討
し
た
い
。

●
狂
犬
病
対
策

問　
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を

受
け
て
い
な
い
犬
に
よ
る
噛

み
つ
き
な
ど
、
人
に
け
が
を

さ
せ
る
事
件
が
発
生
し
て
い

る
。
狂
犬
病
は
、
発
症
す
る

と
致
死
率
１
０
０
％
と
い
う

恐
ろ
し
い
病
気
で
、
飼
い
主

に
は
自
治
体
へ
の
犬
の
登
録

と
毎
年
１
回
の
狂
犬
病
の
予

防
注
射
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
が
、
本
市
の
狂
犬
病
予

公
共
交
通
の
再
編

（
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー

事
業
等
）
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る
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
に
変
更

し
た
が
、
対
象
者
に
増
減
は

あ
っ
た
の
か
。

答　
８
月
末
時
点
の
41
名
か

ら
12
月
末
現
在
で
は
39
名
と

２
名
減
少
し
て
い
る
。

問　
地
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
会
議
の
活
動
状
況
は
。

答　
民
生
委
員
、
地
域
包
括

サ
ポ
ー
タ
ー
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員
等
が
集
ま

り
、
高
齢
者
の
情
報
を
共
有

し
、
支
援
を
必
要
と
す
る
高

齢
者
を
支
援
機
関
に
つ
な
げ

る
会
議
を
開
催
し
て
い
る
。

問　
人
に
よ
る
見
守
り
以
外

の
取
組
は
。

答　
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事

業
を
実
施
し
て
お
り
、
令
和

５
年
度
の
利
用
件
数
は
３
６

５
件
で
あ
る
。

問　
認
知
症
高
齢
者
の
見
守

り
で
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
導
入
状
況
は
。

答　
現
在
の
利
用
者
は
５
名

で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
徘
徊

高
齢
者
等
早
期
発
見
シ
ー
ル

を
配
布
し
、
早
期
発
見
や
見

守
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

身
近
に
住
む
単
身
高
齢
者

が
孤
独
死
さ
れ
、
発
見
ま
で

に
一
週
間
を
要
し
た
。
高
齢

化
の
進
展
と
と
も
に
単
身
世

帯
は
増
え
、
孤
独
死
の
リ
ス

ク
は
増
加
が
予
見
さ
れ
て
お

り
、
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

問　
地
域
安
心
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
協
定
の
締
結
状
況
は
。

答　
個
人
宅
を
訪
問
す
る
こ

と
の
多
い
新
聞
店
や
配
送
業

者
な
ど
19
事
業
者
と
締
結
し

て
い
る
。
事
業
者
か
ら
情
報

提
供
が
あ
っ
た
場
合
は
、
継

続
的
な
見
守
り
や
各
種
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
。
今
後
と
も

支
援
が
行
き
届
く
よ
う
協
定

事
業
者
の
拡
大
に
取
り
組
ん

で
い
く
。

問　
本
市
に
は
ど
の
よ
う
な

見
守
り
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
か
。

答　
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢

者
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
事
業
や

配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
な
ど
を

行
っ
て
い
る
。

問　
昨
年
７
月
１
日
か
ら
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
よ

高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て

岩 

﨑 　

彰
（
一
倫
の
会
）

答　
現
在
、
通
行
止
め
の
橋

り
ょ
う
は
、
大
字
和
田
地
内
、

大
字
長
野
地
内
、
長
野
２
丁

目
地
内
及
び
樋
上
地
内
の
４

橋
で
、
架
け
換
え
や
修
繕
、

撤
去
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、

今
後
想
定
さ
れ
る
利
用
状
況

や
費
用
対
効
果
を
踏
ま
え
、

方
向
性
を
示
し
た
上
で
地
元

自
治
会
へ
説
明
し
た
い
。

問　
水
城
公
園
か
ら
行
田
中

学
校
の
間
に
あ
る
、
準
用
河

川
忍
沼
川
と
忍
川
の
合
流
部

で
、
内
水
排
水
も
で
き
、
バ
ッ

ク
ウ
オ
ー
タ
ー
に
も
対
応
す

る
逆
流
防
止
堰
の
設
置
の
必

要
性
と
設
置
時
期
は
。

答　
逆
流
防
止
堰
の
設
置
に

つ
い
て
は
、
忍
川
の
河
道
拡

幅
や
下
忍
調
節
池
の
整
備
後

の
状
況
を
踏
ま
え
た
浸
水
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
来
年
度

実
施
し
、
必
要
性
を
検
証
し

た
い
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
常
盤
通
佐
間
線
街
路
事
業

〇
行
田
市
駅
の
再
整
備
及
び

利
便
性
の
向
上

問　
本
市
が
管
理
す
る
昭
和

55
年
以
前
の
古
い
基
準
で
建

設
さ
れ
た
橋
り
ょ
う
は
、
大

地
震
に
よ
り
大
き
な
被
害
が

発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
た
め
、
安
全
で
安
心
に
利

用
で
き
る
よ
う
耐
震
補
強
を

実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に

緊
急
輸
送
路
指
定
の
警
察
署
、

消
防
署
が
位
置
す
る
南
大
通

り
線
の
吾
妻
橋
は
、
早
急
に

実
施
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
吾
妻
橋
は
平
成
27
年
に

長
寿
命
化
修
繕
を
実
施
し
た

が
、
そ
の
後
、
緊
急
輸
送
路

に
指
定
さ
れ
た
た
め
、
耐
震

補
強
が
必
要
で
あ
る
と
認
識

し
て
お
り
、
来
年
度
策
定
す

る
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画

に
基
づ
き
、
国
の
補
助
金
な

ど
を
活
用
し
取
り
組
み
た
い
。

問　
経
年
劣
化
の
対
応
の
た

め
、
計
画
的
な
修
繕
や
更
新

を
進
め
る
橋
梁
長
寿
命
化
修

繕
計
画
の
点
検
結
果
か
ら
、

緊
急
措
置
段
階
と
し
て
、
通

行
止
め
に
な
っ
て
い
る
４
橋

の
今
後
の
対
応
は
。

安
全
で
安
心
に
暮
ら
せ

る
行
田
市
国
土
強
靭
化

地
域
計
画
に
つ
い
て

小 
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ト
ボ
ー
ド
場
に
活
用
し
て
は

ど
う
か
。

答　
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
を

は
じ
め
と
す
る
ア
ー
バ
ン
ス

ポ
ー
ツ
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
新
種
目
と
し
て
正
式
に
採

用
さ
れ
る
な
ど
、
注
目
さ
れ

て
い
る
競
技
の
一
つ
で
あ
る
。

整
備
に
当
た
っ
て
は
、
騒
音

な
ど
近
隣
へ
の
影
響
や
利
用

者
の
安
全
対
策
な
ど
、
設
置

場
所
や
運
営
方
法
等
に
つ
い

て
様
々
な
角
度
か
ら
調
査
・

研
究
が
必
要
で
あ
り
、
他
市

の
事
例
な
ど
も
参
考
に
し
な

が
ら
総
合
的
に
検
討
し
た
い
。

問　
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
整

備
の
要
望
は
な
い
の
か
。

答　
中
学
生
の
ほ
か
、
自

治
会
長
な
ど
か
ら
ス
ケ
ボ
ー

パ
ー
ク
を
開
設
し
て
は
ど
う

か
と
い
う
意
見
を
い
た
だ
い

て
い
る
。
市
と
し
て
も
新
し

い
ス
ポ
ー
ツ
に
対
応
で
き
る

場
所
が
必
要
で
は
な
い
か
と

感
じ
て
お
り
、
市
民
ニ
ー
ズ

に
応
え
ら
れ
る
努
力
を
し
て

い
き
た
い
。

問　
市
内
４
校
の
小
学
校
の

閉
校
に
よ
り
、
校
舎
は
も
と

よ
り
プ
ー
ル
も
使
用
さ
れ
て

い
な
い
。
加
え
て
、
令
和
５

年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
民

間
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
を

活
用
し
た
水
泳
授
業
に
よ
り
、

来
年
度
は
４
校
の
プ
ー
ル
も

使
用
さ
れ
な
く
な
る
。
使
用

さ
れ
な
く
な
っ
た
プ
ー
ル
の

活
用
策
は
考
え
て
い
る
の
か
。

答　
閉
校
し
た
学
校
は
、
避

難
所
な
ど
と
し
て
の
行
政

ニ
ー
ズ
や
体
育
館
の
開
放
な

ど
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
を

踏
ま
え
、
基
本
的
に
は
民
間

の
事
業
者
に
よ
る
活
用
を
検

討
し
て
お
り
、
使
用
さ
れ
な

く
な
っ
た
プ
ー
ル
に
つ
い
て

も
事
業
者
に
よ
り
様
々
な
検

討
が
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
プ
ー
ル
を
利
用
し
て

い
な
い
学
校
に
つ
い
て
は
、

利
活
用
の
方
法
な
ど
、
今
後
、

調
査
・
研
究
し
て
い
く
。

問　
ア
ー
バ
ン
ス
ポ
ー
ツ
を

推
進
す
る
た
め
、
使
用
さ
れ

て
い
な
い
プ
ー
ル
を
ス
ケ
ー

学
校
プ
ー
ル
を

　
　

ス
ケ
ボ
ー
場
に

香 

川 

宏 

行
（
令
和
研
究
会
）
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市政に対する	一般質問市政に対する	一般質問市政に対する	一般質問市政に対する	一般質問

１  件名、 要旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、氏名
（法人及び団体の場合は、 その事務所の所在地、 名称
及び代表者の氏名）を署名又は記名押印してください。

２  議員の紹介が必要で、 請願書の表紙に署名又は記名
押印してもらってください。

３  内容が２件以上にわたる
ときは、１件ごとに提出して
ください。

４  定例会の招集日の７日前
（原則として）までに提出
された請願は、その定例会
で審議されます。

５  詳しいことは、市議会事務局
までお問い合わせください。
☎ 553－1550

◯◯◯◯に関する請願
令和　年　月　日

行田市議会議長
　◯◯◯様
請願要旨

請願者　 住所
　　　　 氏名
紹介議員 氏名

市議会への請願の提出方法請願審査の流れ
　誰でも、市政についての要望や意見などを請願書として
市議会へ提出することができます。

請願の提出

本会議で委員会付託

所管する委員会で審査

本会議で議決

採択 不採択

請願者に通知

※採択した請願は市長等の執行機関に送付します。
　送付を受けた執行機関においては、議会の意思を尊重して、
　請願の内容について誠実に処理することが求められています。

↓

↓

↓

↓ ↓

↓ ↓ 〜

議会のしくみ
　市議会は毎年４回（３月、６月、９月、12月）開かれる会議（定例会といいます）と急いで決めなくてはいけないことがあると
きに開かれる会議（臨時会といいます）があります。
　会議では、市議会議員と市長、市長の仕事を補助する市の職員で、市の仕事の計画やお金の使い方などを審議します。
　また、会議には市議会議員が全員で審議する「本会議」と市議会議員が分担してくわしく審議する「委員会」があります。

全員が集まって会議を行います

定例会を始めます。1.開会
かい かい

議員は議案について理解をす
るために、わからないことを
聴きます。（質疑といいます）

3.質疑
しつ ぎ

市長は聴かれたことに対し、
わかるように説明します。4.答弁

とう べん

市民の暮らしをよくするため
に必要なこと（議案）を市長が
市議会に説明します。

2.議案の
　説明

ぎ あん

せつ めい

本 会議
ほん かい ぎ

委員会に分れて会議を行います

議案を３つの委員会にあずけます。
（あずけることを付託といいます）
付託された議案はそれぞれの委員会で審
議します。
（本会議と同様に質疑、答弁、討論、採決を
行います）

5.委員会へ付託
い いん かい ふ だく

委員会
かいい いん

➡➡

全員が集まって会議を行います

定例会を閉め、終わりにします。10.閉会
へい かい

報告内容について、委員長に
質疑します。7.質疑

しつ ぎ

この議案に賛成か反対か自分
の意見を表明します。8.討論

とう ろん

委員会で審議したことを委員
長が報告します。

6.委員長
　報告

い いん ちょう

ほう こく

この議案に賛成か反対かを決
定します。（議決といいます）9.採決

さい けつ

本会議
ほん かい ぎ

➡➡

が
県
の
管
轄
に
な
る
と
思
わ

れ
る
が
、
調
節
池
周
辺
の
橋

や
市
道
に
つ
い
て
の
要
望
が

市
に
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
、
そ
う
し
た
地
元
の

方
々
か
ら
の
要
望
に
対
応
で

き
て
い
る
の
か
。

答　
地
元
自
治
会
を
含
め
、

忍
川
浸
水
対
策
重
点
地
域
緊

急
事
業
に
関
連
し
た
要
望
を

伺
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要

望
に
対
し
て
は
、
行
田
市
忍

川
浸
水
対
策
連
絡
協
議
会
で

の
意
見
交
換
の
ほ
か
、
適
宜
、

地
元
自
治
会
と
の
打
合
せ
会

を
行
っ
て
お
り
、
今
後
に
お

い
て
も
、
協
議
会
を
活
用
し

た
意
見
交
換
を
行
い
な
が
ら

円
滑
な
事
業
の
推
進
に
向
け

て
、
埼
玉
県
と
連
携
し
な
が

ら
早
期
完
成
に
努
め
て
い
き

た
い
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
特
定
外
来
生
物(

ア
ラ
イ

グ
マ)

対
策
に
つ
い
て

〇
グ
リ
ー
ン
ア
リ
ー
ナ
の
メ

イ
ン
ア
リ
ー
ナ
等
へ
の
エ
ア

コ
ン
設
置
実
現
性
に
つ
い
て

問　
下
忍
調
節
池
の
平
常
時

の
利
活
用
に
つ
い
て
、
市
が

利
活
用
で
き
る
エ
リ
ア
は
、

調
節
池
の
西
側
２
ヘ
ク
タ
ー

ル
ほ
ど
と
理
解
し
て
い
る
が
、

そ
こ
を
太
陽
光
発
電
事
業
者

に
貸
付
け
、
そ
の
賃
貸
料
収

入
に
よ
り
、
下
忍
調
節
池
及

び
周
辺
の
草
刈
り
な
ど
の
維

持
管
理
費
を
捻
出
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

例
え
ば
、
川
島
町
の
梅
ノ
木

古
凍
貯
水
池
の
フ
ロ
ー
ト
式

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
調
査
・
研
究
し
て
は

ど
う
か
。

答　
本
市
と
し
て
は
、
市
民

を
は
じ
め
多
く
の
方
に
ご
利

用
を
い
た
だ
け
る
利
活
用
を

第
一
に
考
え
て
い
る
が
、
議

員
提
案
の
フ
ロ
ー
ト
式
メ
ガ

ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
の
運
用

に
よ
る
維
持
管
理
費
の
削
減

は
効
果
的
な
手
法
の
１
つ
で

あ
る
。
引
き
続
き
様
々
な
角

度
か
ら
幅
広
く
調
査
・
研
究

し
て
い
き
た
い
。

問　
下
忍
調
節
池
は
、
多
く

下
忍
の
調
節
池
につ

い
て

小
野
寺 

貴
男
（
し
き
な
み
）
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■
編

集
・

発
行

／
行

田
市

議
会

　
議

会
だ

よ
り

編
集

委
員

会

〒
361-8601 行

田
市

本
丸

2
番

5
号

  TE
L.556-1111

㈹
・

553-1550 （
直

）　
FA

X.554-2455

編

集

後

記

　

新
緑
の
鮮
や
か
な
季
節
に
な
り

ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
位
置
付
け
が
５
類
感
染
症
に

な
っ
て
か
ら
一
年
が
過
ぎ
、
市
内

で
も
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
や
行
事
が

再
開
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
前
の
日
常

が
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

３
月
定
例
市
議
会
で
は
、
令
和

６
年
度
に
向
け
た
予
算
案
等
を
審

議
し
、
す
べ
て
の
案
件
を
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

   

「
新
し
い
行
田
」
元
年 

～
み
な
さ

ん
と
い
っ
し
ょ
に
～
「
新
し
い
行
田

の
好
循
環
」
に
向
け
て
、
私
た
ち

市
議
会
と
し
て
も
本
事
業
を
、
し
っ

か
り
と
見
守
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

（
大
屋　

彰
）

※日程は予定であり、変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

月日・曜日
6月 3日㈪
6月 4日㈫
6月 5日㈬
6月 6日㈭
6月 7日㈮
6月 8日㈯
6月 9日㈰
6月10日㈪
6月11日㈫
6月12日㈬
6月13日㈭
6月14日㈮
6月15日㈯
6月16日㈰
6月17日㈪
6月18日㈫
6月19日㈬
6月20日㈭
6月21日㈮
6月22日㈯
6月23日㈰
6月24日㈪
6月25日㈫
6月26日㈬
6月27日㈭

会　議　内　容
本会議/招集日（提案説明・細部説明）
（議案調査）
（議案調査）
本会議（議案に対する質疑）
本会議（一般質問）

本会議（一般質問）
（休会）
（休会）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問・委員会付託等）

議案調査（委員会）
建設環境常任委員会
健康福祉常任委員会
総務文教常任委員会
（事務整理）
 
 
（事務整理）
（事務整理）
（事務整理）
本会議/最終日（委員長報告・質疑・討論・採決・閉会）

６月行田市議会定例会日程表（予定）

議 会 日 誌議 会 日 誌
（令和６年２月１４日～令和６年５月１5 日 )

2 月 14 日 久喜市行政視察来庁
 15 日 議会運営委員会
  28 日・29 日 幹事長会議
 21日～ 3 月 21日 3 月定例会
 
3月 4 日 議会だより編集委員会
 18 日 議会改革推進委員会
 21日 議会運営委員会
 21日 幹事長会議
 
4月 11日 埼玉県市議会議長会第４区
  議長会定期総会
 17 日 議会改革推進委員会
 22 日 埼玉県市議会議長会定期総会
 25 日 幹事長会議
 25 日 関東市議会議長会定期総会
 26 日 議会だより編集委員会 
5月 8 日 愛知県岡崎市行政視察来庁
 14 日 議会改革推進委員会
 15 日 議会だより No.120 発行

編
集
委
員

委
員
長 

岩
﨑　
　

彰

副
委
員
長 

駒
見　

行
彦

委　
　

員 

新　
　

諒
平

委　
　

員 

小
林　

淳
一

委　
　

員 

村
田　

秀
夫

委　
　

員 

大
屋　
　

彰

委　
　

員 

野
本　

翔
平

６月定例会は６月3日㈪開会予定であり、日程（案）の決定は5月28日㈫
予定の議会運営委員会で決まります。

インターネット議会生中継アクセス数

【傍聴者数】 3月定例会 81人
3 月定例会　延べ 1,937 回

市議会を傍聴してみませんか市議会を傍聴してみませんか
　市議会には、定例会（３月・６月・９月・１２月）と、必要
がある場合に開かれる臨時会とがあります。
　市議会は公開されており、傍聴人受付簿に住所、氏名を記入
すれば、どなたでも傍聴することができます。（定員５０名）
　議場は市役所の３階にありますので、エレベーターをご利用
ください。


